
除却するブロック塀及び設置する塀等の

工事完了

工事着工

書類受取 ⑤：東松島市危険ブロック塀等除却事業
　　補助金交付決定通知書【様式第２号】の発行

書類受付

審査期間
３日程度

郵送にて送付
３日程度

書類受取

書類受付

審査期間
３日程度

④：東松島市危険ブロック塀等除却事業
　　　補助金交付申請書【様式第１号】の提出

補助対象

②：ブロック塀の現地調査
　　

①：ブロック塀の調査依頼
　　

⑥：東松島市危険ブロック塀等除却事業
　　事業完了報告書【様式第５号】の提出

⑦：東松島市危険ブロック塀等除却事業
　　補助金等金額確定通知書【様式第６号】の発行

⑧：東松島市木造住宅耐震診改修工事助成事業
　　補助金支払請求書【様式第７号】の提出

決済・手続期間
１０日程度

書類受付

東松島市役所（鳴瀬庁舎）

■必要物：●申込者の印鑑（認印可）

■必要記載事項：●振込先金融機関名
　　　　　　　　●預金の種類（普通・当座）
　　　　　　　　●口座番号・口座名義人氏名
　　　　　　　　　※申込者本人が口座名義人である必要があります。　　　　　　　　

□■危険ブロック塀等除却　事業の流れ■□

申込者

東松島市役所（鳴瀬庁舎）

または電話申込みにて受付

東松島市役所（鳴瀬庁舎）

３日程度

補助金交付請求書と一緒に御自宅へお届けします。

補助金の振込み手続補助金受取

補助対象外

■必要添付書類：

■必要添付書類：

記入頂いた請求書をお預かりいたします

■必要連絡事項：●所有者名
　　　　　　　　●所在地
　　　　　　　　●築造年代　
　　　　　　　　●鉄筋の有無
　　　　　　　　　※不明な場合は不明でかまいません。
　　　　　　　
　　　　

問い合わせ先
東松島市役所（鳴瀬庁舎）

FAX：0225-87-3119

東松島市役所・建築住宅課・建築係

現
地

調
査

建築住宅課・建築係窓口

既存ブロック塀等の
安全点検報告書の作成

※チェックリストに基づき外観調査を行います。
「要注意」又は「危険」いずれか1項目以上に

チェックマークがかかるブロック塀が補助の
対象となります。

相談された方が…
調査に立ち会う場合：その場で判定結果をお伝えします。

調査に立ち会わない場合：後日電話にてお知らせします。

危険

問題なし

建築住宅課・建築係窓口にて受付

建築住宅課　建築係

東松島市役所・建築住宅課・建築係の職員が

東松島市役所・建築住宅課・建築係の職員が

建築住宅課・建築係窓口にて受付

除却前の現場写真、見積書
位置図、平面配置図、立面図、求積図

●

●除却したブロック塀及び設置した塀等の
平面配置図、立面図、求積図、
除却後、設置後の現場写真、
領収書(収入印紙要)の写し

TEL：0225-82-1111（内線2205）


